
信頼性の
高い財務情報

深度ある事業性の理解

TKC 山梨中央銀行お客さま



融 資 対 象 TKC会員（税理士、公認会計士）の顧問先である中小企業さま

対 象 要 件
①「『中小企業の会計に関する指針』の適用に関するチェックリスト」
または「『中小企業の会計に関する基本要領』の適用に関するチェッ
クリスト」の当該項目全てが「YES」である

②「税理士法第33条の2第1項の規定による書面」（写）を提出できる

資 金 使 途 運転資金、設備資金

融 資 形 式 証書貸付

融 資 金 額 3,000万円以内

融 資 期 間 運転資金　5年以内（据置6カ月以内）
設備資金　7年以内（据置6カ月以内）

金 利 条 件 当行所定金利（変動金利）

金 利 優 遇
（最大▲0.5%優遇）

①「TKCモニタリング情報サービス」の利用（▲0.5%）
②TKCが発行する「記帳適時性証明書」で自計化の利用が確認でき、かつ
「記帳適時性証明書」の月次・年次決算の「◎」が30個以上（▲0.2%）

返 済 方 法 元金均等分割返済

担保・保証人 不要

※ご利用には、所定の審査手続きがございます。

詳しくは山梨中央銀行の窓口または担当者にお問い合わせください。
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